
政
令
第
三
百
八
十
二
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整

備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第

四
十
五
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
九
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
二
条
第
一
項
第
八
号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中

「
以
下
同
じ
。
）
又
は
」
を
「
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
」
に
、
「
同
条
第
三
項
」
を
「
同
法
第
二

条
第
三
項
」
に
、
「
以
下
同
じ
。
）
内
」
を
「
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
い
う
」
の
下
に
「
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
休
憩
を
含
む
。
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
条
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
含
む
。
以
下



」
の
下
に
「
こ
の
イ
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
号
ニ
中
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
条
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
号
ホ
及
び
同

条
第
二
項
中
「
か
ぎ
」
を
「
鍵
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
項
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
条
第
三

項
第
一
号
イ
中
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
イ
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
号
ハ
中
「
長
い
す
」
を
「
長
椅
子
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
号
中
「
「
制
限
地
域
」
を
「
こ
の
条
に
お
い
て
「
制
限
地
域
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
学
校
」
の
下
に
「
、

病
院
」
を
加
え
、
「
学
生
等
の
」
を
削
り
、
「
か
ん
が
み
」
を
「
鑑
み
」
に
改
め
、
「
も
の
」
の
下
に
「
（
以
下
「
保
全
対

象
施
設
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
施
設
」
を
「
保
全
対
象
施
設
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
指
定
」

の
下
に
「
及
び
そ
の
変
更
」
を
加
え
、
「
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
施
設
」
を
「
保
全
対
象
施
設
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
を
第
三
十
一
条
と
す
る
。

第
十
七
条
中
「
第
四
十
四
条
」
を
「
第
四
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
条
と
す
る
。

第
十
六
条
の
表
の
一
の
項
中
「
許
可
（
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
表
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
項
の

中
「
第
七
条
」
を
「

（一）

第
八
条
」
に
、
「
「
未
認
定
遊
技
機
」
を
「
こ
の
表
に
お
い
て
「
未
認
定
遊
技
機
」
に
改
め
、
同
項
の

中
「
第
七
条
」
を

（二）

「
第
八
条
」
に
、
「
「
特
定
未
認
定
遊
技
機
」
を
「
こ
の
表
に
お
い
て
「
特
定
未
認
定
遊
技
機
」
に
、
「
第
十
条
の
二
」
を

「
第
十
四
条
」
に
改
め
、
同
項
の

中
「
第
七
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の
項
中
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の

（三）



表
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
項
の

中
「
第
十
条
の
二
」
を
「
第
十
四
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
九
条
と
す
る
。

（二）

第
十
五
条
の
二
第
一
号
中
「
第
十
三
条
第
四
号
」
を
「
第
十
七
条
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
八
条
と
し
、
第
十

五
条
を
第
二
十
七
条
と
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
十
一
項
第
三
号
」
を
「
第
二
条
第
十
三
項
第
四
号
」
に
、
「
以
下
」
を
「
次
項
に
お
い

て
」
に
、
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
九
条
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
第

三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
六
条
と
す
る
。

第
十
三
条
の
五
中
「
第
十
三
条
各
号
」
を
「
第
十
七
条
各
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の

四
条
を
加
え
る
。

（
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
許
可
に
係
る
営
業
所
設
置
許
容
地
域
の
指
定
に
関
す
る
条
例
の
基
準
）

第
二
十
二
条

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一

特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
営
業
所
の
設
置
が
許
容
さ
れ
る
地
域
（
次
号
に
お
い
て
「
営
業
所
設
置
許
容
地
域
」
と
い

う
。
）
の
指
定
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
地
域
内
の
地
域
に
つ
い
て
行
う
こ
と
。



イ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
地
域
で
あ
る
こ
と
。

風
俗
営
業
等
密
集
地
域

（1）

そ
の
他
の
地
域
の
う
ち
、
深
夜
に
お
い
て
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
お
お
む
ね
百
人
以
下
の
割
合
で
人
が

（2）
居
住
す
る
地
域

ロ

次
に
掲
げ
る
地
域
で
な
い
こ
と
。

住
居
集
合
地
域

（1）

住
居
集
合
地
域
以
外
の
地
域
の
う
ち
、
住
居
の
用
に
併
せ
て
商
業
又
は
工
業
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
地
域
で
、

（2）
住
居
が
相
当
数
集
合
し
て
い
る
た
め
、
深
夜
に
お
け
る
当
該
地
域
の
風
俗
環
境
の
保
全
に
つ
き
特
に
配
慮
を
必
要

と
す
る
も
の

又
は

に
掲
げ
る
地
域
に
隣
接
す
る
地
域
（
当
該
地
域
が
風
俗
営
業
等
密
集
地
域
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ

（3）

（1）

（2）

て
は
、
幹
線
道
路
の
各
側
端
か
ら
外
側
お
お
む
ね
五
十
メ
ー
ト
ル
を
限
度
と
す
る
区
域
内
の
地
域
を
除
く
。
）

そ
の
他
の
地
域
の
う
ち
、
保
全
対
象
施
設
（
特
に
そ
の
周
辺
の
深
夜
に
お
け
る
良
好
な
風
俗
環
境
を
保
全
す
る

（4）
必
要
が
あ
る
施
設
と
し
て
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
周
辺
の
地
域
（
当
該
保
全
対
象
施
設



の
敷
地
（
こ
れ
ら
の
用
に
供
す
る
も
の
と
決
定
し
た
土
地
を
含
む
。
）
の
周
囲
お
お
む
ね
百
メ
ー
ト
ル
を
限
度
と

す
る
区
域
内
の
地
域
に
限
る
。
）

二

営
業
所
設
置
許
容
地
域
の
指
定
及
び
そ
の
変
更
は
、
地
域
の
特
性
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ
て
良
好
な
風
俗
環
境
の
保

全
に
障
害
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
当
該
地
域
に
お
け
る
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
の
団
体
の
届
出
の
有
無
及
び
当
該
団
体
が
関
係
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
に
対
し

て
行
う
法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
条
例
の
規
定
の
遵
守
の
た
め
の
自
主
的
な
活
動
に
も
配
意
す
る
こ
と
。

（
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
事
由
）

第
二
十
三
条

第
七
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
事

由
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
一
号
及
び
第
六
号
中
「
風
俗
営
業
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
特

定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
営
業
時
間
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
基
準
）

第
二
十
四
条

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。



一

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
二
項
の
制
限
は
、
深
夜
に
お
い
て
営
業
を
営
ん
で
は

な
ら
な
い
時
間
と
し
て
午
前
五
時
か
ら
午
前
六
時
ま
で
の
時
間
内
の
時
間
を
指
定
し
、
又
は
深
夜
か
ら
引
き
続
き
営
業

を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
時
間
と
し
て
午
前
六
時
後
午
前
十
時
ま
で
の
時
間
内
の
時
間
を
指
定
し
て
行
う
こ
と
。

二

営
業
時
間
を
制
限
す
る
地
域
の
指
定
は
、
居
住
、
勤
務
そ
の
他
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
の
平
穏
が
害
さ
れ
る
こ
と

を
防
止
す
る
た
め
早
朝
に
お
け
る
風
俗
環
境
の
保
全
に
つ
き
特
に
配
慮
を
必
要
と
す
る
地
域
内
の
地
域
に
つ
い
て
行
う

こ
と
。

（
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
に
係
る
騒
音
及
び
振
動
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
基
準
等
）

第
二
十
五
条

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
を
定
め
る
場
合
に
お
け

る
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
の
深
夜
に
お
け
る
営
業
に
係
る
騒
音
に
係
る
数
値
は
、
第
十
一
条
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
地
域
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
深
夜
に
係
る
数
値
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
定
め
る
も
の
と

す
る
。

２

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
を
定
め
る
場
合
に
お
け
る
特
定
遊

興
飲
食
店
営
業
者
の
深
夜
に
お
け
る
営
業
に
係
る
振
動
に
係
る
数
値
は
、
五
十
五
デ
シ
ベ
ル
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い



て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３

第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
騒
音
及
び
前
項
の
振
動
の
測
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
三
条
の
四
中
「
第
十
三
条
各
号
」
を
「
第
十
七
条
各
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

第
十
三
条
の
三
中
「
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
政
令
」
を
「
準
用
す
る
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の

政
令
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
読
み
替
え
て
」
を
削
り
、
同
条
を
第
十
九
条
と
し
、
第
十
三
条
の
二
を
第
十
八
条
と
し

、
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
を
四
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
十
条
の
二
の
表
の
一
の
項
の

中
「
試
験
（
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
表
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
項
の

１

中
「
（

（一）

（三）

（1）

以
下
」
の
下
に
「
こ
の
表
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
項
の

１

及
び
同
表
の
二
の
項
の

中
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の

（三）

（1）
（i）

（一）

表
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
九
条
の
二
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
九
条
第
一
項
の
表
の
備
考
一
中
「
日
出
時
か
ら
日
没
時
ま
で
」
を
「
午
前
六
時
後
午
後
六
時
前
」
に
改
め
、
同
表
の
備

考
二
中
「
日
没
時
か
ら
翌
日
の
午
前
零
時
ま
で
」
を
「
午
後
六
時
か
ら
翌
日
の
午
前
零
時
前
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条

と
す
る
。

第
八
条
第
二
号
ロ
中
「
商
業
等
」
を
「
商
業
又
は
工
業
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
イ
中
「
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基



づ
き
都
道
府
県
が
習
俗
的
行
事
そ
の
他
の
特
別
な
事
情
の
あ
る
日
を
定
め
る
条
例
で
当
該
事
情
の
あ
る
地
域
と
し
て
」
を
「

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
」
に
、
「
日
出
時
か
ら
」
を
「
午
前
六
時
後
」
に
、
「
午
前
零
時
」
を
「
午
前
零
時
前
」
に
、

「
当
該
特
別
な
」
を
「
習
俗
的
行
事
そ
の
他
の
特
別
な
」
に
、
「
）
ま
で
」
を
「
ま
で
）
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
日
出
時

か
ら
」
を
「
午
前
六
時
後
」
に
、
「
午
前
零
時
ま
で
」
を
「
午
前
零
時
前
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
日
出
時
か
ら
」
を
「
午

前
六
時
後
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
イ
中
「
日
出
時
か
ら
」
を
「
午
前
六
時
後
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
日
出
時
か
ら
」
を

「
午
前
六
時
後
」
に
、
「
午
前
零
時
」
を
「
午
前
零
時
前
」
に
、
「
当
該
特
別
な
」
を
「
習
俗
的
行
事
そ
の
他
の
特
別
な
」

に
、
「
）
ま
で
」
を
「
ま
で
）
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
日
出
時
か
ら
」
を
「
午
前
六
時
後
」
に
、
「
午
前
零
時
ま
で
」
を

「
午
前
零
時
前
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
七
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号

中
「
午
前
一
時
ま
で
」
を
「
午
前
零
時
以
後
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
風
俗
営
業
」
の
下
に
「
、
遊
興
飲
食
店
営

業
（
設
備
を
設
け
て
客
に
遊
興
を
さ
せ
、
か
つ
、
客
に
飲
食
を
さ
せ
る
営
業
（
客
に
酒
類
を
提
供
し
て
営
む
も
の
に
限
る
。

）
を
い
い
、
風
俗
営
業
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
日
出
時
」
を
「
午
前
六
時
」
に
、
「
第
二
条
第
十
一

項
第
三
号
」
を
「
第
二
条
第
十
三
項
第
四
号
」
に
、
「
酒
類
提
供
飲
食
店
営
業
を
い
う
。
以
下
」
を
「
酒
類
提
供
飲
食
店
営



業
を
い
う
。
第
二
十
七
条
に
お
い
て
」
に
改
め
、
「
地
域
」
の
下
に
「
（
第
二
十
二
条
第
一
号
イ

及
び
ロ

に
お
い
て
「

（1）

（3）

風
俗
営
業
等
密
集
地
域
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
号
ロ
中
「
に
隣
接
す
る
地
域
」
を
削
り
、
同
号
ロ

中
「
そ
の
他
」

（2）

を
「
住
居
集
合
地
域
以
外
」
に
、
「
商
業
等
」
を
「
商
業
又
は
工
業
」
に
改
め
、
同
号
ロ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

又
は

に
掲
げ
る
地
域
に
隣
接
す
る
地
域
（
幹
線
道
路
の
各
側
端
か
ら
外
側
お
お
む
ね
五
十
メ
ー
ト
ル
を
限

（3）

（1）

（2）

度
と
す
る
区
域
内
の
地
域
を
除
く
。
）

第
七
条
の
二
第
二
号
中
「
指
定
」
の
下
に
「
及
び
そ
の
変
更
」
を
加
え
、
「
第
四
十
四
条
」
を
「
第
四
十
四
条
第
一
項
」

に
改
め
、
「
に
よ
る
」
の
下
に
「
風
俗
営
業
者
の
」
を
加
え
、
同
条
を
第
九
条
と
し
、
第
七
条
を
第
八
条
と
し
、
第
六
条
の

二
を
第
七
条
と
す
る
。

（
建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
三
十
条
の
七
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
第
二
種
住
居
地
域
及
び
工
業
地
域
内
に
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
建
築
物
）

第
百
三
十
条
の
七
の
三

法
別
表
第
二

項
第
三
号
及
び

項
第
四
号
（
法
第
八
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
法

（へ）

（る）



第
四
十
八
条
第
六
項
及
び
第
十
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
建
築
物
は
、

客
に
ダ
ン
ス
を
さ
せ
、
か
つ
、
客
に
飲
食
を
さ
せ
る
営
業
（
客
の
接
待
を
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
営
む
施
設
（
ナ
イ
ト

ク
ラ
ブ
を
除
く
。
）
と
す
る
。

第
百
三
十
条
の
八
の
二
第
二
項
中
「
定
め
る
」
の
下
に
「
店
舗
、
飲
食
店
、
展
示
場
、
遊
技
場
、
勝
馬
投
票
券
発
売
所
及

び
場
外
車
券
売
場
に
類
す
る
」
を
加
え
る
。

第
百
三
十
条
の
九
の
五
を
第
百
三
十
条
の
九
の
六
と
す
る
。

第
百
三
十
条
の
九
の
四
第
二
号
イ
及
び
ロ
中
「
充
て
ん
す
る
」
を
「
充
塡
す
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
三
十
条
の
九
の

五
と
し
、
第
百
三
十
条
の
九
の
三
を
第
百
三
十
条
の
九
の
四
と
し
、
第
百
三
十
条
の
九
の
二
を
第
百
三
十
条
の
九
の
三
と
し

、
第
百
三
十
条
の
九
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
準
住
居
地
域
及
び
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域
内
に
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
建
築
物
の
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
に
類
す
る
用

途
）

第
百
三
十
条
の
九
の
二

法
別
表
第
二

項
第
五
号
及
び
第
六
号
並
び
に

項
（
法
第
八
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
お

（と）

（わ）

い
て
法
第
四
十
八
条
第
七
項
及
び
第
十
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
ナ
イ



ト
ク
ラ
ブ
に
類
す
る
用
途
は
、
客
に
ダ
ン
ス
を
さ
せ
、
か
つ
、
客
に
飲
食
を
さ
せ
る
営
業
（
客
の
接
待
を
す
る
も
の
を
除

く
。
）
を
営
む
施
設
（
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
を
除
く
。
）
と
す
る
。

第
百
三
十
七
条
の
十
八
た
だ
し
書
中
「
又
は
第
七
号
」
を
「
、
第
七
号
」
に
改
め
、
「
工
業
専
用
地
域
内
に
あ
る
場
合
」

の
下
に
「
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る
建
築
物
が
準
住
居
地
域
若
し
く
は
近
隣
商
業
地
域
内
に
あ
る
場
合
」
を
加

え
る
。

（
旅
館
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

旅
館
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
六
号
中
「
シ
ヤ
ワ
ー
室
」
を
「
シ
ャ
ワ
ー
室
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
及
び
同
条
第
二
項
第
九
号
中
「

客
に
ダ
ン
ス
を
さ
せ
、
か
つ
、
客
に
」
を
「
客
の
接
待
を
し
て
客
に
遊
興
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
」
の
下
に
「

客
に
」
を
加
え
る
。

（
地
方
公
共
団
体
の
手
数
料
の
標
準
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

地
方
公
共
団
体
の
手
数
料
の
標
準
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。



本
則
の
表
十
四
の
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

十
四
の
三

風
俗
営
業
等
の
規

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適

次
に
掲
げ
る
当
該
審
査
の
区
分
に
応
じ
、

制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に

正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
額
（
当
該
申
請

関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
の

の
二
十
二
の
規
定
に
基
づ
く
特
定
遊

を
行
う
者
が
当
該
都
道
府
県
に
お
い
て
同

二
十
二
の
規
定
に
基
づ
く
特

興
飲
食
店
営
業
の
許
可
の
申
請
に
対

時
に
他
の
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務

定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
許
可

す
る
審
査

の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条

に
関
す
る
事
務

の
二
十
二
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
の
申
請

を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
同
条
の

規
定
に
基
づ
く
許
可
の
申
請
に
係
る
審
査

に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
金
額
か
ら

八
千
円
を
減
じ
た
金
額
）

イ

三
月
以
内
の
期
間
を
限
っ
て
営
む
風

俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化



等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
の
二
十

二
の
規
定
に
基
づ
く
特
定
遊
興
飲
食
店

営
業
の
許
可
の
申
請
に
係
る
審
査

一

万
四
千
円
（
同
法
第
三
十
一
条
の
二
十

三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第

三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
営
業
所
に

つ
き
当
該
申
請
を
行
う
場
合
に
お
け
る

当
該
申
請
に
係
る
審
査
に
あ
っ
て
は
、

二
万
八
百
円
）

ロ

そ
の
他
の
審
査

二
万
四
千
円
（
風

俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化

等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
の
二
十

三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第



三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
営
業
所
に

つ
き
同
法
第
三
十
一
条
の
二
十
二
の
規

定
に
基
づ
く
許
可
の
申
請
を
行
う
場
合

に
お
け
る
当
該
申
請
に
係
る
審
査
に
あ

っ
て
は
、
三
万
八
百
円
）

十
四
の
四

風
俗
営
業
等
の
規

１

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務

千
百
円

制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に

の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
三

関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
の

十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用

二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る

す
る
同
法
第
五
条
第
四
項
の
規
定

同
法
第
五
条
第
四
項
の
規
定

に
基
づ
く
許
可
証
の
再
交
付

に
基
づ
く
許
可
証
の
再
交
付

２

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務

千
四
百
円

又
は
同
法
第
三
十
一
条
の
二

の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
三

十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同

十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用



法
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に

す
る
同
法
第
九
条
第
四
項
の
規
定

基
づ
く
許
可
証
の
書
換
え
に

に
基
づ
く
許
可
証
の
書
換
え

関
す
る
事
務

十
四
の
五

風
俗
営
業
等
の
規

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適

八
千
六
百
円
（
当
該
申
請
を
行
う
者
が
当

制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に

正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条

該
都
道
府
県
に
お
い
て
同
時
に
他
の
風
俗

関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
の

の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に

二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
特

関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お

同
法
第
七
条
第
一
項
及
び
第

定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
相
続
に
係
る

い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
第
一
項
の
規

五
項
の
規
定
に
基
づ
く
特
定

承
認
の
申
請
に
対
す
る
審
査

定
に
基
づ
く
承
認
の
申
請
を
行
う
場
合
に

遊
興
飲
食
店
営
業
の
相
続
に

お
け
る
当
該
他
の
同
項
の
規
定
に
基
づ
く

係
る
承
認
に
関
す
る
事
務

承
認
の
申
請
に
係
る
審
査
に
あ
っ
て
は
、

三
千
八
百
円
）

十
四
の
六

風
俗
営
業
等
の
規

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適

一
万
千
円
（
当
該
申
請
を
行
う
者
が
当
該



制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に

正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条

都
道
府
県
に
お
い
て
同
時
に
他
の
風
俗
営

関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
の

の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関

二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る

第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

す
る
法
律
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い

同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
及

く
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
た
る
法

て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の

び
同
法
第
三
十
一
条
の
二
十

人
の
合
併
に
係
る
承
認
の
申
請
に
対

規
定
に
基
づ
く
承
認
の
申
請
を
行
う
場
合

三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

す
る
審
査

に
お
け
る
当
該
他
の
同
項
の
規
定
に
基
づ

第
七
条
の
二
第
三
項
に
お
い

く
承
認
の
申
請
に
係
る
審
査
に
あ
っ
て
は

て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
第

、
三
千
三
百
円
）

五
項
の
規
定
に
基
づ
く
特
定

遊
興
飲
食
店
営
業
者
た
る
法

人
の
合
併
に
係
る
承
認
に
関

す
る
事
務

十
四
の
七

風
俗
営
業
等
の
規

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適

一
万
千
円
（
当
該
申
請
を
行
う
者
が
当
該



制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に

正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条

都
道
府
県
に
お
い
て
同
時
に
他
の
風
俗
営

関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
の

の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関

二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る

第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

す
る
法
律
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い

同
法
第
七
条
の
三
第
一
項
及

く
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
た
る
法

て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
の
三
第
一
項
の

び
同
法
第
三
十
一
条
の
二
十

人
の
分
割
に
係
る
承
認
の
申
請
に
対

規
定
に
基
づ
く
承
認
の
申
請
を
行
う
場
合

三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

す
る
審
査

に
お
け
る
当
該
他
の
同
項
の
規
定
に
基
づ

第
七
条
の
三
第
三
項
に
お
い

く
承
認
の
申
請
に
係
る
審
査
に
あ
っ
て
は

て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
第

、
三
千
三
百
円
）

五
項
の
規
定
に
基
づ
く
特
定

遊
興
飲
食
店
営
業
者
た
る
法

人
の
分
割
に
係
る
承
認
に
関

す
る
事
務

十
四
の
八

風
俗
営
業
等
の
規

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適

九
千
九
百
円



制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に

正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条

関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
の

の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
営

同
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定

業
所
の
構
造
又
は
設
備
の
変
更
の
承

に
基
づ
く
営
業
所
の
構
造
又

認
の
申
請
に
対
す
る
審
査

は
設
備
の
変
更
の
承
認
に
関

す
る
事
務

十
四
の
九

風
俗
営
業
等
の
規

１

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務

一
万
三
千
円
（
当
該
申
請
を
行
う
者
が
当

制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に

の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
三

該
都
道
府
県
に
お
い
て
同
時
に
他
の
風
俗

関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
の

十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用

営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に

二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る

す
る
同
法
第
十
条
の
二
第
一
項
の

関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お

同
法
第
十
条
の
二
第
一
項
、

規
定
に
基
づ
く
特
例
特
定
遊
興
飲

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
の
二
第
一
項

第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定

食
店
営
業
者
の
認
定
の
申
請
に
対

の
規
定
に
基
づ
く
認
定
の
申
請
を
行
う
場



に
基
づ
く
特
例
特
定
遊
興
飲

す
る
審
査

合
に
お
け
る
当
該
他
の
同
項
の
規
定
に
基

食
店
営
業
者
の
認
定
に
関
す

づ
く
認
定
の
申
請
に
係
る
審
査
に
あ
っ
て

る
事
務

は
、
一
万
円
）

２

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務

千
百
円

の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
三

十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
十
条
の
二
第
五
項
の

規
定
に
基
づ
く
認
定
証
の
再
交
付

十
四
の
十

風
俗
営
業
等
の
規

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適

講
習
一
時
間
に
つ
き
六
百
五
十
円

制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に

正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条

関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
の

の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る

第
二
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ

同
法
第
二
十
四
条
第
六
項
の

く
営
業
所
の
管
理
者
に
対
す
る
講
習



規
定
に
基
づ
く
営
業
所
の
管

理
者
に
対
す
る
講
習
に
関
す

る
事
務

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二

十
年
政
令
第
三
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
十
号
中
「
第
二
十
二
条
第
六
号
」
を
「
第
二
十
二
条
第
一
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成

二
十
八
年
六
月
二
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
特
定
遊
興
飲
食
店

営
業
の
許
可
に
係
る
営
業
所
設
置
許
容
地
域
の
指
定
に
関
す
る
条
例
の
基
準
を
定
め
る
等
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適

正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
そ
の
他
の
関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


